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論文

人間社会環境研究第13号２００７．３ 2７ 

産業組合と国民健康保険制度の普及

一岐阜県を事例として－

客員研究員

高｝嶋裕子

AnalysisofPopularizationoftheNationalHealthInsuranceSystem 

withtheRuralVillageRestructuredTrｅｎｄ 

ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹｕｋｏ 

Abstract 

lnthispaper,IwouldliketoexplorethehistoricalpositionoftheNationalHeallhInsurance 

SystempopularizationunderthewartimeregimefromtheexaminationofGifUPrefecture・Inlhis

time,theruralvillagewasrestructuredｂｙ“Ｆａｒｍ,MountainandFishingⅥllageEconomicRevi-

ta]ization”andthelndustrialCooperativeMovementsBythisana]ysis,therelevancetothepopu-

larizationofNationalHea]1111nsurancesystemwithruralvillagereslructuredtrendiscla亜ed

lnviewoftheresultthat 

（１）TheNationalHealthInsuranceAssociationwasestablishedinalltownsandviUagesinGifU 

Prefecturebyendofwar､２９％ｏｆa]lAssociationsweretheVicariousAssociaUons． 

（２）nleMedicalCareUtilizationCooperativeMovementdevelopedmtheregionwithoutthede-

velopmentofllleTenantMovementsml920'ｓ・ThelactbecameabasisoftheVicarious

NationalHealthlnsuranceAssociationestab]jRhment 

（３）InEnaandTokiDistrict,theMedicalCareUtiUzationCooperativeMovementdeveloped 

However,betweenbothdislricts,estabnshlnentproportionoftheNationalHealthlnsurance 

AssociationisdifferentAsthefactor,therelevancewilhthetimemWhichtheMedical-

CareUtilizationCooperativeMovementdevelopswasconsidered． 

（４）ThelndustrialCooperativecarriedoutthefourkindsbusinesslntheconⅡnerceandmdus 

hfyregion,itbecameafactorWhichdecidestheselectionofllleGeneralAssociationorthe 

VicariousAssociation． 
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組合拡充運動，医療利用組合運動の展開との関連

に着眼して検討する。

国保制度形成過程については，研究史において，

国保制度普及の実態から国保flill度の基本的性格と

はじめに

本稿では，国民健康保険（以下，国保）制度普

及の歴史的性格を、農山漁村経済更生運動，産業



人間社会環境研究第13号２００７．３2８ 

して，農民保険として成立し，「農村には実現性

が高く，そして都市的性格にはなじみにくい｣')と

いう評価がある。しかし，従来の研究では，市町

村レベルの国保制度普及の実態が明らかにされて

いない2)。したがって，農村と都市というくくり

方で国保制度普及の容易さ，困難さを説明するこ

とが妥当かどうかは，農村と都市の両者の事例を

実証的に検討してから再評価すべきである。

筆者は，岐阜県小鷹利村を事例として，国保組

合設立までの経緯を検討したことがある3)。農村

について検討した拙稿では，国保組合設立に至っ

た要因として：経済更生運動の展開による農村支,

配体制の再編があったことを指摘した。国保制度

普及前後の農村の動向に目を向ければ，土地制度

に規定された行政村の支配体制をみておく必要が

ある。経済史分野では，産業組合拡充運動，経済

更生運動について一定の研究蓄積がある。他方，

社会政策分野の研究では，そうした農村の動向を

視野に入れて，|'|J村レベルで，国民健康保険普及

の実態を把握しようとする視点は稀薄であった。

しかし，1942年まで国保組合は任意設立であり，

また設立に当たっては一定の加入率を必要とした

ことから，産業組合拡充運動，経済更生運動など

を視野に入れて農村再編成の動向を把握しておく

必要がある。

ここで，経済史分野における産組拡充運動，経

済更生運動研究の動向を確認しておきたい。１９２０

年代の農村再編成の動向については，経済更生運

動を必要とした農村内部の経済的基盤との関係で

検討されている。加瀬和俊は，11皮阜県における小

作争議と産業組合の機能について検討したり。産

業組合の推進県では，すでに地主制再編の諸政策

を遂行するための不可欠の機関として産業組合が

位置づけられ機能しており，その後の経済更生運

動の基盤となった。しかし，小作争議への対藝応で

あった産業組合育成，自作農創設事業，農業基礎

団体奨励などは，農民層分解に対して十分に機能

しえるものではなかったとする。一方，島袋善弘

は，普選状況の広がりの中で，村政，農会，産業

組合へ農民組合が進出し，村政改革運動が進めら

れた群馬県強戸村の事例について明らかにした5)。

また，大門正克は6)，普選を通じた農民組合，農

会や産業組合などの農業団体の社会進出には限界

があったとする。すなわち，1920年代の農業団体

は，小商品生産の発展をめざして農業利益を共同

で追求する活動内容と，普選的平等主義の論理を

含む編成原理の二側面から白小作・小作中農層を

把握し，社会的統合機能を次第に強く発揮してい

くようになったとする。他方，経済更生運動の研

究は，日本ファシズムによる農民支配・統合政策

の歴史的意義の解明の一つとして進められた。森

芳三は，山形県東村山郡出羽村を中心とする検討

で7)，更生運動の過程で官僚的制度が肥大する一

方で，その内実は貧困で十分に機能しなかったこ

とを明らかにした。また，更生運動は，1932年か

ら35年までの財源を伴わず「精神」論に止まった

段階，1936年から38年までの特別助成村が指定さ

れ財源を伴って展開した段階，および1939年以降

の戦時国家統制段階の三つの段階があり，それぞ

れは異なる性格を有するとした。これに対し，森

武麿は8)，ファシズム形成のメカニズムとその矛

盾を明らかにするには，経済関係をふまえた段階

的構造変化を把握する必要があるとして，その社

会的基盤，生産力基盤の問題を分析した。森武麿

は，経済更生運動下で，産業組合拡充と農業団体

の組織化により，伝統的な地主的秩序のなかで成

長してきた小商品生産層の農民の協同体を地主支

配から切り離し，農村支配体制を天皇制国家権力

一産業組合一農事実行組合という機構の再編によ

って実現していく過程を明らかにした,)。

以上のような議論を踏まえて，1920年代からの

産業組合普及，小作争議の展開など農村の動向を

包摂しながら，1930年代には経済更生運動，産業

組合拡充運動が展開し，そのことによって農村で

は支配体制が再編された上で，国保制度の普及の

時期を迎えたことを具体的事例検討から確認して

おく必要がある。したがって，戦時国保制度普及

の歴史的位置を確認するためには，1920年代まで

遡って検討壜する必要がある。

本稿では，1920年代から農民的小商品生産が進
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展し，産業組合が展開した岐阜県を事例として検

討していく。同県については，戦時国保組合設立

状況に関するまとまった資料が無いので，まず，

同県の国保組合設立状況を確認することから始め

たいへ

年までの国保組合の設立の方針が，ある程度は郡

市あるいは'11J村の行政裁量に任されていたことを

示している。終戦までには，市部では大垣市(1940

年市制施行)を除く３市に設立され,郡部では95％

の299111J村に国民健康保険組合が設立された。ま

た，設立年度に注目すれば，1942年と43年の２年

間に集中していることがわかる。

国民健康保険法は，終戦までに二度の法改正を

経ている。組合設立に関しての改正では，当初の

国民健康保険法では第９条で普通組合，特別組合

の設立を認めたほかに，第54条で医療施設を為す

ことを条件に産業組合による代行組合の設立を認

めた。また組合設立には，組合員の資格を有する

ものの３分の２の同意を得て地方長官の許可を得

ることが定められた。1942年の第二次改正は，組

合設立の要件を緩和し設立を促進するための改正

であった。組合設立時の同意は２分の１に緩和さ

れ，また代行組合は医療施設を有しなければなら

ないという条件がなくなった。このほかに第１１条

で指定された普通組合，特別組合は，強制設立，

強制加入することが規定され，任意設立から強制

設立への切り替えという意味ももっていた.終戦

前から戦後にかけて多くの国民健康保険組合が事

１。国民健康保険制度普及の実際

保険院社会保険局は，1938年度国民健康保険事

業普及計画について，普通国,保組合の設立を原則

とし，代行は普通国保組合の設立困難な場合に認

める方針を示した。また，加えて，設立許可する

組合の被保険者総数は特殊な事情のない限り，1

万人から１万５千人程度として，これを1938年１２

月末までに達成するよう道府県宛に通知した１０１。

岐阜県はこれを受けて，初年度には被保険者１万

から１万５千人の加入を目標に，国保制度の普及

を計画した､)。政府の国保制度普及計画は画一的

に一定の方向性を示したが，すでにある医療利用

組合の代行事業によって国保組合普及を図るか，

あるいは普通組合のみで国保組合普及を図るかは

行政裁量に任された。同計画は，道府県ごとの普

及目標値を設定していたが，岐阜県では国保法施

行三年次までに当初の計画を上回る普及率を達成

した。

戦前の国民健康保険制度普及の実態について

は，1941年度までの時期について明らかにされて

いるのみで，郡市，町村レベルにおける国保組合

設立の実態は把握されていなかった。第１表に，

国保法の施行の1938年以降から終戦までの国保組

合設立の経過を示した。同表は，筆者が「岐阜県

報』の「岐阜県告示」から作成したものである。

1941年までの組合設立数をみると，1941年末まで

に全県で52組合が設立されたが，郡間では相当の

開きがあった。設立組合数の多い順に挙げれば，

恵那16組合，吉城８組合，加茂６組合であり，揖

斐，益田，大野にはそれぞれ５組合が設立された

これらの普及率の高い地域に対して，市部および

この他の６郡には全く設立されなかったことが確

認できる。以上のことは，岐阜県においては1941

第１表国民健康保険組合の殼寸怒渦
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(出所）岐阜県「岐阜県報」各年度版より作成。

注ｌ）’｡民健康保険法（llH和１３１１ﾕﾛ法下1160号）施行以llif，19,15年８Ｈまでを』き

計した。

注２）批斐祁大1W''1Jに設立された国民健康保険組合は]大野l'｢J，寓秋材，魁木

村を区域とした。表ではこれを３Ⅱ｢村を区域とするので，便宜_上，３組

合として集計した。

注３）｜元l民健康保険法第９条の普通組合及び第５4条代行組合の許可年次を設1Ｋ

年とした。養老lIlli闇InlllJ**は第13条の指定を受けて設立された組合で．

」旨定年を設立年とした。

注４）脂定組台数…には，許可によって設立された後に指定を受けたもの，当

初より指定組合として設立されたものを含む．
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業を休止，または組合廃止をしたことが知られて

いる。国保法第二次改正以降に設立された国保組

合が指定組合の許可を得たことから，当該期に設

立された組合は強制設立されたものと考えられて

いた。しかし，'1皮阜県の場合については，指定組

合15組合中，14組合はすでに設立許可があり事業

が営まれていた組合に対し，終戦前のインフレ下

の1945年１月から３月の間に指定組合となったも

のであった。同県で，指定によって強制設立され

たのは養老郡高田nJの１組台のみであり，これ以

外は設立許可をうけた普通組合であった。そのこ

とから，岐阜県における第二次改正以降の組合指

定は，既設組合の加入率低下防止などのために行

われたと考えられ，国保制度普及のための強制設

立を目的とした指定ではなかったといえよう。

以上の検討から，国民健康保険組合の設立には

遅速があり，郡市および町村の対応に温度差がみ

られたことを明らかにした。次に，1941年までに

設立された国保組合に注目して，郡市あるいはＩＩＩＪ

村ごとの対一応に相違がみられた要因を考察してお

きたい。

第２表農業構造，産業組合加入率（1938年）
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注１）米生産Iilli額は]腱家1戸当たりの米生産'''1額。

注２）繭生産価額は，腱家１戸当りの繭生産価額。

注３）産業組合加入率は，区域内総戸数に対する1IHI合。

1930年i高山市は，Il7flill施行以前のため大野郡に含む､〔

注４）網掛けは．’１１央値より高いデータ。

た農民の医療問題への一つの対･応の結果として国

保組合設立が企図され，そのことが国保制度普及

の地域性に作用した可能性を示l唆している。

１列経済的要因

岐阜県の生産価額の構成とその推移をみると，

工産物と農産物で総生産価額の９割以上を占めた。

農家戸数は，全県平均50％以上を占めるのに対し

て，工業を主業とする戸数は全県で10％であった。

また，農家のうち50％以上が養蚕業を副業として

いた。昭和恐慌からの回復の動向をみると，生産

額は，全県で1930年に50％台にまで下落した

が，1935,36年には70％に回復している'2)。国保

法施行の1938年における恐慌期の経済状態からみ

れば，国保制度普及の遅速と経済的要因との関係

は稀薄であり，経済状況が国保制度普及の遅速を

決定した最大の要因ではなかったと考えられる。

また，第２表の郡別経済指標から，中濃，東濃，

飛騨地区は，農家１戸当たりの収入が相対的に低

かった地域であることが確認できる。これらの地

域では，先に確認したように国保組合が早期に普

及した（前掲、第１表)。以上のことは、窮乏し

１．２医療利用組合運動の展開

国民健康保険法第二次改正以前の1941年末現在

の全国の国保組合設立数をみると'3)，京都，長野

では100組合を数え，山口福島の順に設立組合

数が多く，'１皮阜は第５位の位置にあった。代行組

合は，全国で321組合が設立され，国保組合全体

の18％を占める無視できない数であった。岐阜県

では，1941年末には，国保代行組合が国保組合６７

組台のうち20組合（30％）を占めていたu)。した

がって，岐阜県の国民健康保険組合の普及を検討

するには，その前提として，産業組合の医療事業

一医療利用組合の普及について確認しておく必要

がある。

第３表には，医療利用組合の設立状況を郡市別

に示した。岐阜県の医療利用組合の開設は，１９３１

年に医療事業を開始した下川信用販売購買利用組

合（郡上郡）が最も早かった。第一次産業組合拡
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充計画五ヶ年計画実施以降の1935年には，国府村

(吉城郡)，小鷹利村（大野郡）で，1936年には小

坂111Ｊ（益田郡)，1937年に清見村（大野郡)，１９４０

年に朝日村（益田郡)，1941年に坂内村（揖斐郡）

で，それぞれ四種兼営の産業組合が独自に医療施

設を設けて医療利用事業を開始した'5)。

同県には，広区単営医療利用組合が２組合設立

されている。一つは1938年事業開始の土岐郡医療

利用組合連合会昭和病院，二つは1939年事業開始

の飛Ｉ騨医療利用組合連合会である。このうち，土

岐郡医療利用組合は，土岐郡（後の多治見市を含

む)'6)，恵那郡を区域とした。飛騨医療利用組合

連合会は，高山市に設立され，大野郡，吉城郡も

区域とした。これらの郡市では，町村匹|種兼営の

産業組合が連合会に加入したが，個々の組合は医

療施設をもたず，連合会病院によって診療所が設

けられるか，または医療従事者を派遣して出張診

療が行われた。医療利用組合連合会に所属してい

た産業組合も含めると，医療事業を行っていた川

村は，1941年までに77町村あった。１１皮阜県では，

医療事業を行う四種兼営の町村産業組合と連合会

組織の医療利用組合に出資を行う産業組合が，医

療事業を行う産業組合として，『岐阜県産業組合

要覧』の「事業報告」欄に掲載されていた。その

うち，土１１皮郡，大野郡，吉城郡では，事業報告に

掲載された産業組合のある'１１J村の大半で国民健康

険代行組合が設立された。前掲，第３表は，医療

利用組合および国民健康保険代行組合の普及が，

岐阜県内においても著しい地域性をもって展開し

たことを示している。医療利用組合運動が展開し

ていた地域には，国保代行組合が多数設立されて

いることが確認できる。しかし，代行組合の割合

が多い地域イコール医療利用組合の多い地域とい

う公式は成り立たない。恵那郡は，医療利用組合

が展開した地域であるにもかかわらず，国保代行

組合の設立数は少なかった。

もう一つ，この表からわれわれが想起するのは，

小作争議のなかった地域に医療利用組合が展開し

ているということである。第４表には，小作関係

訴訟件数を示した。小作訴訟件数が多かった西濃

地区，岐阜市近郊では医療利用組合運動の展開が

なく，1920年代に小作訴訟のあった中濃地区では，

第４表小作関係訴訟件数（岐阜県地方裁判所）第３表医療利用組合の設立状況
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注１）｜IIJ村名×２は，２つの医療利用組合があることを示す。

注２）病院は，医療利用組合迎合会病院。
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いくつかの医療利用組合が設立された。そして，

訴訟のなかった東濃，飛騨地区では，医療利用組

合運動が盛んに展開したことが確認できる。以上

のことから，岐阜県では小作争議，小作訴訟がな

かった地域で医療利用組合運動が展開しており，

これが県内での「地域性」を形成する要因の一つ

となったと考えられる。

緩衝剤として，医療利用組合の展開および国保組

合普及の動向に影響を与え，両地域間の差異を小

さくしていた可能性を示唆している。

１．５農山漁村経済更牛運動との関係

第５表は，国保法第二次改正以前の1941年末ま

でに，国保組合を設立した町村を郡市別に整理し

たものである。1938年に設立された２組合のうち，

吉城郡小鷹利村の国保組合設立までの経緯につい

ては拙稿ですでに述べたことがある20)。国保法施

行の初年度には，小鷹利村のほかに数組合が国保

組合設立許可申請をしたが，初年度の設立組合数

は，補助金との関係で限定されていた。1938年８

月の岐阜県通知「国民,健康保険組合設立に関する

件」では２１)，初年度に設立される組合の選定に当

たって，加入率，''1J村当局との良好な関係，医療

施設経営の経験，医師等との契約方針の４点が重

視されていたことが確認できる。岐阜県小鷹利村

国保代行組合の設立は，農山漁村経済更生運動と

深い関わりがあったことを明らかにした。岐阜県

は，経済更生計画樹立率が高いが，早期に全県で

樹立が達成された長野県ほどではない。しかし，

岐阜県でも，1932年から38年までには295町村

(92％）に経済更生計画が樹､立された。表には，

農山漁村経済更生特別助成村を四角で囲って強調

して示している。岐阜県では，1932年から1938年

に295町村で経済更生計画が樹立された。ま

た，1936年から41年までの間には38村，更生計画

樹立町村の13％が特別助成村に指定された22)。

1939,40年に国保組合が設立された町村の過半は，

経済更生特別助成村であった。また，1941年まで

に国民健康保険組合が設立された町村のうち特別

助成村は９村（53％）であり，1942年までに国保

組合が設立された'１１J村を含めると，１７町村(33％）

が特別助成村であった。そのことは，県あるいは

郡市の国保組合普及計画と，経済更生計画樹立あ

るいは更生特別助成村指定との間には何らかの関

連性があったことを示|唆している。

岐阜県では，県当局による経済更生運動指導に

あたり，５地域で協議会が開催された23)。①稲葉、

１．３小作争議の展開

また，小作争議地と比較的１戸当りの米収稚高

が高かった地域とが重なっていることが確認でき

る。すでに確認したように，小作争議地は医療利

用組合の展開がなかった地域でもあった。このこ

とから，小作争議発生が農民的小商品生産の進展

と関連していることを再確認した'7)。また同時に，

争議地では農民層のエネルギーが，国保組合設立

あるいは医療利用組合運動よりも，むしろ争議の

方へ向いていたといえよう。そのことは小作争議

など地主・小作間の対･抗・対･立がある段階では，

産業組合の医療利用事業が階級協調的機能を果た

し得なかったことを示している。同県では，産業

組合農家加入率が1938年には各１１１１１で70％を超える

高率であり，産業組合加入率が国保組合設立の遅

速を規定したと確定できない。加瀬和俊は，岐阜

県揖斐郡宮地村の検討で，1920年代後半には小作

争議地においても産業組合加入率が高かったこと

を明らかにし，産業組合が社会政策的．階級協調

的機関へと転化し，農業倉庫業を全層組合員が利

用していたと結論づけている'8)。しかし，利用事

業でも，直接には農民的小商品生産に関わる事業

ではない医療事業については，その限りではなか

ったといえよう。

１．４地理的要因

地理的要因では，飛騨地区の益田郡が東濃地区

に隣接しており，ともに養蚕・製糸業が盛んであ

ったこともあり，両地区の経済は密接に関連して

いる。例えば，金融機関では飛騨銀行が飛騨，東

濃地区にその活動基盤を置いていた1,)。こうした

事｣情は，郡市あるいは町村産業組合の事業などを
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山県，羽島，本巣，②安八，養老，不破，揖斐，

海津，③加茂，武儀，郡上，④恵那，土[|皮，可児，

⑤益田大野，吉城の５地域である。国保制度普

及についても，このような地域ごとの指導が行わ

れたと考えられる鋤。協議会でどのような指導が

行われ，どのような議論があったかは不明である。

経済更生計画の指導と同様の地域区分で指導があ

ったとすれば，特に国保三年次普及計画の時期の

設置数では，先の②の地域では４組合，③地域で

は３組合，④および⑤の地域では各々５組合とほ

ぼ平均していることに注目しておきたい。そのこ

とから，政府・県の国保組合設立に対壜する財源が

制限的ななかで，地域ごとに設立許可組合の紋込

みが行われたと考えられる。その点に関連して付

け加えれば，この間に未設置であった①の地域が

小作争議地であったことを想起されたい25)。すな

わち，経済更生運動特別助成村の指定では小作争

議のない地域が－つの選定の条件となっていたこ

ととの関連で２６)，更生特別助成村指定と同様の取

扱いが国保組合設立助成金交付にあたってもあっ

たと考えられる。

以上の分析を手がかりに、同県内で医療利用組

合運動が広範囲で展開した東濃地区のうち，土岐

郡および恵那郡を事例として，国民健康保険制度

普及に至った要因をもう少し立ち入って検討して

おきたい。

２。恵那郡の場合

２．１概観

恵那郡では，1941年末までに30町村中，１６町村

に国保組合が設立された。恵那郡，土'1皮郡内の町

村は，土'１皮医療利用組合連合会の区域であった。

しかし，恵那郡と土岐郡では，次の点で異なる方

針により国保制度の普及が|又'られた。終戦までに

設立された国保組合のうち，土||皮郡ではl71U村中

l31l1J村が国保代行組合であったのに対し，恵那郡

では301uJ村中25町村で普通組合が設立された。恵

那郡では，1942年に阿木，岩村，陶の３村のみに

国保代行組合が設立されている。両郡の国保代行

組合設立数を左右した要因として，一つは郡およ

び県の対応があったと考えられる。もう一つの要

因として，恵那郡医療利用組合恵那病院設立計画

との関連が考えられる。1939$４０年版の『岐阜県

第５表早期に設立された国民健康保険組合と農山漁村経済更生計画特別助成村

[939年］940年1938年 1941年

稲莱郡

羽島郡

艤iiiii
ii藷iii

不破郡

安八郡

Iii農ｉｉｉ

本蝿li

lLl県郡

部上郡

加茂郡

fiij輔i

iiH灘

-Ll噛那

恵那郡

石津

牧田

関ヶ原

徳lLi--｢囮~鎌…函 谷汲

弥富牛遁

￣ 伊梁Ｅｒｄ福地蘇原
春里

鰯…………＿
川上付知函
東野国吉田

鰯…鱗…頤
蟻蕾麺…＿
幻'liiijiiiii函

大iFl

画ﾙﾘ壬１Jし蝿’露 苗木ｒ1ｺ野方笠世武nl

lJj知上

馬瀬蔬田部

大野郡

吉IjI郡

合計

荻原

|淑鯏…鳳鱗lＷ
<脚癖リ i§]H釜坂遁漿液１１W欝布

３５ ウ 2１ 、

(出所）回民[lUL族保険組合設立年は「岐l弁lliL公報｣。腱山漁村経済更ﾋﾋi１１画特別助成村は，農林省農政局

「農山漁村経済更生特別助成村一覧昭和17年３月｣。

注l）[豆l民'１４箙保険組合が設立した'111村名を年度ごとに記した。｢'7部には設立されなかった。

注２）農１１１漁村特別lLIlj成村は，□でIHIった。l936flﾕから1941年まで合計38村が指定された。
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産業組合要覧」には，恵那病院は，恵那郡大井ＩＨＪ

に上田政一を組合長として27)，1941年４１１８日設

立許可，２８組合が所属組合として掲載されている。

しかし，恵那病院は事業開始することがなかった。

1941年には，すでに広区単営医療利用組合の岐阜

県信用販売購買利用組合への統合計画が持ち上が

っており，４２年には県下の二つの医療組合連合会

が統合する。恵那病院設立の構想は果たされなか

ったのである。そのことが，恵那郡で国保代行組

合がわずかしか設立されなかったことに関連して

いると考えられる。この点に関して，同郡の代行

組合３組台の設立が，全て1942年以降であったこ

とに注意しておきたい。

第６表には，恵那郡内'11J村の国保組合設立年度，

農業構造，産業組合加入率などの経済指標を示し

た。概して、農家の割合が多い''1J村，農家の生産

価額の高いＩ１Ｊ村，産業組合加入率が高い町村で，

比較的早期の1941年までに国保組合が設立された

といえる。しかし，そのことのみを国保組合設立

の遅速を決定した要因とすることはできない。

以下では1939,1940年設立に国保組合が設立さ

れた４町村のうち，更生特別助成村に指定された

坂下町，加子･母村を事例として，先の検討から課

題として挙がってきた経済更生運動との具体的な

関連をみていきたい。

２．２坂下町の事例

一経済更生特別助成村の場合一

坂下町は，恵那郡の東北端に位置し，交通では

旧国鉄中央本線坂下１１１J駅があった。同111]は，四方

が木曽山脈に囲まれた盆地にあり，貫流する木曽

川河岸に農耕地が形成されていた。1930年代初め

には，戸数約820戸，人口約5,000人で，職業の産

業別戸数では，農業が全戸数の６割を占める568

戸であり，商業193戸，工業51戸，他98戸であっ

た28)。

養蚕業を生業とする恵那郡では，1930年の恐慌

の影響が大きかった。当時の町村長会では「本郡

に於ける農家の収入は昨年に比し少なくとも弐百

万円，農家一戸当り実に弐百五拾円以上の減収」

であったと報告された29)。また，坂下町経済更生

計画書では，全lIJの負債総額が125万円，１戸当

り平均1,375円と概算された。坂下町では，農家

の副業収入を養蚕業に依存していたが，1930年以

前には，生産額では蚕業産物価額が農産物価額よ

りも大きな比重を占めていた30)。生産額の推移を

みれば，1930年の恐慌の影響が打撃的なものであ

ったことが確認できる。

農家１戸当りの平均耕作地面積は,自作地が6.2

反，小作地が5.1反であった。田・耕作地所有規

模別農家戸数では，3111J歩以上が６戸，５反歩以

上３町歩未満が212戸，５反歩未満が200戸であり，

中堅農家と零細農家とが分厚い層をなしていた。

|司lIlJは，1920年代後半から1931年にかけて，人口

が増加傾向にあった。しかし，1932,33年の２年

間で約50名の人口流出があり，1934年以降は流入

第６表恵那郡の国民健康保険組合設立状況

国保組合設腱家の割反収(石）米生産価額産組加入
立年度合(%）（円）率(%）
１９４３２０１．７０７５２ｍ５５ 
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(出所）「岐阜県統計沓｣，岐阜県「産業組合喫魔』各ｺﾞ|監皮版。

注ｌ）代行組合は，設立年度ｉＭに○をつけた。

注２）反収は､''1J村別の民有租地・山の而秋から算出。

注３）産業組合加入率は，1938年に三柾以上の斗求業兼営し，かつ当該|llI村人１．１

の９１M１１以上を区｣攻とする組合其の区域|ﾉl戸数に対するIlllI合。

注４）米生産lUi額は，農家1戸当米生産蘭×県平均米(llU欄。

注７）網掛けは！揖斐１Jlll｣て！加茂，土'1皮，恵那]益lIL大野，吉城Ｉｌｌｌのデー

タの１１』央値より高いもの。
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傾向に転じた。第７表に農家の自作・自小作・小

作別戸数を示した。1931年から34年までは農家戸

数が減少し，回復をみるのは1935年であった。同

lllJでは，自作農家と自小作農家の分厚い層が確認

できる。1930年の恐慌の前後に，自作農家数の減

少があるが，それは人口流出を反映したものと考

えられる。1934年以降の人口の流入傾向へ転じる

時期に注目すれば，自小作農家数は35年に増加の

ピークがあり，その後減少し，さらに1938年以降

には，大幅に減少した。また，1936年からは白小

作農家数が減少している。これに代わって増加し

たのは小作農家数である。この恐慌期以降の人口

の流入・流出および農家階層構造が大きく変化し

た要因として，養蚕業の衰退に起因した農家の副

業収入の減少による農家経営の困難さがあったと

考えられる。

坂下町産業組合は，信用事業のみを行う組合と

して1924年に設立された。同町の経済更生計画は

1932年に樹立され，３９年には経済更生特別助成村

に指定される。経済更生計画は，「産業組合の整

備に関する事項」として，購買販売組合を兼営し，

組合員および農事実行組合の購買販売品取扱いな

どの経済的活動をより組織的に行なうことを挙げ

ている。また，負債整理，副業奨励と共同作業場

の設置などによって，農業経営の安定化を図ると

した。

産業組合は，1929年には同年の農家戸数553を

上回る組合員数があり，産業組合加入率のピーク

は1930年の93％であった（第８表)。加入率はそ

の後に低下し，３７年からは上昇傾向に転じた。さ

らに，３８年からは法人組合員が加入している。出

資金は1934年から約２倍に増資された。３４年には

出資金の払込率が低かったが，翌年にはほぼ全額

が払い込まれるようになり，その後は不変であっ

た｡1935年以降,積立金は毎年の剰余によって徐々

に増加している｡出資金の増資を資金として,1934

年からは購買事業を開始し，年々その規模を拡大

した。また，３６年からは販売事業を開始，拡大さ

せた。さらに,３８年からの借入金を資金として,３９

年には利用事業を開始し，四種兼営組合へと転化

している。信用事業では預金額が増加し、貸出金

第７表自作・自小作・小作別農家戸数（坂下町）趣一睡漉愈一興岡一唖一蝉蝿一嘩螂赫赫一岬一“

農家戸数

５５３ 

５５３ 

５５３ 

５５３ 

５３０ 

５３９ 

５３８ 

５４４ 

５７９ 

５０６ 

……~……5i§ 

４６７ 

４４７ 

４４８ 

自作農

(割合%）

290(52） 

288(52） 
288(52） 

285(52） 

265(50） 

267(50） 

263(49） 

272(50） 

291(50） 

286(57） 

258(50） 

163(35） 

163(36） 
１６０(36） 

目小作農

(割合%）

186(34） 

188(34） 

188(34） 

187(34） 

185(35） 

186(35） 

190(35） 

196(36） 

２１２(37） 

103(20） 
１２０(23） 

159(34） 

159(36） 
１５６(35） 

小作農

(割合%）

７７(14） 

７７(14） 

７７(14） 

８１(15） 

８０(15） 

８６(16） 

８５(16） 

７６(14） 

７６(13） 

117(23） 

140(27） 

145(31） 

125(28） 
132(29） 

出所）１１皮阜県『岐阜県統計１１$ｊ各１１二度版より作成。

第８表坂下町産業組合の事業
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組織区域内戸数

組合員数

法人組合数(員数）

資金出資金総額(円）

払込済出資金(円）

諸積立金(円）

借入金(円）

剰余金中預金(円）

剰余金合計(円）

事業貯金(円）

844*＊ 

…萠０

843*＊ 

…7Fiii 

840*＊ 

７８３ 

９０１ 

７６８ 

「6－０

９０１ 

７６２ 

iTi-i 

９２９ 

７６２ 

０００ 

９０１ 

７６３ 

０…0-0 
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５６，８９１ 

５，４８１ 

１０．６１０ 

6９，６６０ 

６９，６６０ 
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３４．４００ 

3３，９３８ 

６９，６６０ 

６９，６６０ 
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6７，５８０ 

７，５８０ 

４２，０９２ 

67,460 

67,410 

41,344 

6７，３２０ 

６７，２４１ 

４３，５１７ 

6７，３４０ 

６７，２５５ 

４５，２６９ 

６７，７２０ 

６７，４０７ 

４６，９６６ 
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２３４，３６０ 

1０８，７５２ 
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２９５，３８０ 

２２５０８７ 

[１７，９３６ 

１７４，９３６ 

1７６，５５２ 

２４１，４８９ 8．０４０１７，２２８ 7､３９８ 

貯金(円）

貸出金(円）

販売高(円）

職買晶売却高１日）
利用高(円）

1８７，０２０ 

１３８，６６２ 

3３６，２４３ 

２９７，８９８ 

2典ｌＪｐ２
２４ａ５６１ 

2鯉1.jiQ7

2且ALL因９

－４且凶煕８
５０，７３５ 

３９２，２０８ 

２２qLql2 
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６３．５４１ 

492,－５Ei8 

25QA2Z9 

-8EMpl 
６１．１７２ 2６，７２５ 12,238 

(出所）岐阜県『産業刑1台要覧」各平版より作成。

注１）1931および1933年は資料の欠落のため台l略している。

注２）「要覧」の区域内戸数は，坂下Ⅱ｢の総戸数より多い。区域内ﾉｰ『数の記ilikのない年度について，表111には「１１皮阜県統計書」の総戸数を掲救

1929-1932年がこれに該当*誌｡

注３）1938年からの法人加入の組合員数は，腱業_養蚕_その他。
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を上回る額で推移している。

更生計画は，負債整理は「全''1丁の各種団体機関

を通じて拳mJ-致大に挙町精神を振作し」て，完

成を期すとした。負債整理組合の設立状況は「産

業組合要覧』で，1938年度には８組合，組合員数

216名，３９年には６組台，組合員174名であったこ

とが確認できる３１)。

以上，産業組合は1929年には農家戸数を上回る

組合員を有し，1930年代には信用事業のみから，

事業領域，事業規模を拡大して四種兼営組合とし，

各農民層の要求に応えられるようになる。その契

機を，経済更生計画樹･立と更生特別助成村指定に

求めることができる。

坂下、の更生計画で特徴的なことは，「諸施設

改善に関する事項」において教育施設を重視した

ことにある。教育方針には，皇国教育の高調，公

民的生活の徹底,勤労生活の徹底などを挙げて｢国

民精神を作興」すること，教化団体の整備を挙げ

た。これ以外には，より具体的な計画として教育

施設の整備拡充を計り，1933年から隣接ＩＩＪ村との

組合立で４ヶ年修業の実業教育を行ない，農業経

営の改善を図ることを挙げた。また，保護施設と

して村産婆を設置し，社会施設では「恵那郡坂下

町救済会規程」を設けて，失業者への労働の提供，

貧困者の救護にあたった。一方，更生計画の指導

統制は，坂下町更生計画委員会の下に，坂下町地

方改良会，坂下町農会，産業組合が行った。また，

災害予防施設として，坂下''1J共済組合，家畜保険

制度の相互扶助施設の充実を計った。以上のよう

にして，経済更生計画の具体化により，産業組合

の法人加入，失業者および貧困者の救護・救済が

行われ，村政支配構造の下に労働者と下層農民を

取り込んでいった。また，農民層の教化・教育に

よって農業経営の改善を図ろうとした。

坂下町では，こうした農業団体を中心とする村

支配体制の下に，町内の農民層全層を組織し，労

働者に対する保護の対応もした上で，「挙''１J一致」

体制の確立を企図した。さらに1939年には特別助

成村指定によって財源を確保して，翌1940年11月

30日にl岐阜県の設立許可を得て，国民健康保険普

通組合を設立した。

２．３加子母村の事例

一経済更生計画と国民健康保険組合設立一

恵那郡の北端，長野県境にある加子母村は，四

方をl｣|に囲まれた山村で，白川，木曽川の源流を

為していた。交通では，中央線坂下駅，高山線下

呂駅，何れの最寄り駅を利用するにも距離があっ

た。全村840戸中７割以上の630戸が農業に従事し，

これ以外に，商業96戸，工業43戸などがあった。

１戸当りの平均耕作面積は自作，小作で約５反で

あった。田・所有規模別では，５反歩以下が557

戸と８割を占め，５反歩以上３町歩未満が142

戸，３町歩以上５町歩未満が1戸であった32)。第

９表には，自作・自小作・小作別の農家戸数を示

した。農家戸数は，1937年以降に増加した。内訳

を見ると，自作農家の減少，白小作農家の増加，

小作農家の増加が認められる。すなわち，1920年

代から30年代前半にかけて自作農家，自小作農家

の分厚い層があり，自作農家は転落傾向を示した。

第10表には，1930年前後の生産額の推移を示し

た。生産額は，蚕業産物,農産物の順に高く，１９３０

年の恐慌以降に農産物と蚕業産物による農家収入

は半減した。1933年から36年には約600戸が養蚕

業に従事していたが33)，養蚕業の不況のあおりを

受け，３８年には加子母販売組合，加子母中央製糸

販売組合濃飛社が解散した３４)。これによって，農

家の副業収入はさらに著しく減少したと考えられ

る。1938年の「産業組合要覧」では５組合，計288

第９表自作・自小作・小作別農家戸数（加子母村）
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名を組合員として負債整理組合が設立されたこと，

要整理組合員は157名を数え，計321,850円の負債

整理が行われたことが確認できる351．

同村の産業組合は1906年に設立された。第11表

には，産業組合事業の推移を示した。産業組合に

は，1929年までには，農家戸数を上回る組合員が

加入し，高い加入率となっていた。同村の経済更

生計画は1933年に樹立され，３８年には更生特別助

成村に指定された。更生計画は，「私経済に関す

る事項」の「金融改善に関する事項」として，ま

ず加子母信用購買販売組合の「拡充五ヶ年計画」

を挙げた。計画は，産業組合の組織を保証責任と

し，出資を倍加し，さらに積立金を増加して自己

資金の充実を図ること，四種兼営を実施して組合

員と農事実行組合の購買販売に対する経済活動を

助長し資金化を図ることを挙げた。1934年には出

資金増資が確認されるが，全ての払込を得られな

いままに推移している。計画樹立の翌1934年以降

には，事業領域を販売事業，利用事業に拡大し，

購買事業規模も拡大した。事業資金として，1930

年からの事業領域の拡大には借入金を当てたが，

その後も出資金への期待が得られないままに借入

金に依存している。しかし，一方では，預金額が

増加していることが確認できる。信用事業では，

預金，貸出金ともに増加傾向にあったが，貸出金

が預金額を上回る規模で推移し，1937年にようや

く逆転した。加子母村は，当時衰退していく養蚕

業収入に依存していた。産業組合が出資金を十分

に回収できない理由が，村が疲弊していたためか，

あるいは出資金増額に対壜する理解が得られなかっ

たためにあったのかは明らかではない。しかし，

それでも高い産業組合加入率を維持していたこと

から，同村では産業組合による農民的小商品生産

の組織化がすすんでいたと考えられる。また，大

多数が耕作地規模の狭小な零細農家であったにも

関わらず､産業組合に高い割合で加入していたこ

第10表牛産額の推移（恵那郡加子母村）

(指数）1929年（指数）1930年（指数）1931年（指数）
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第11表加子母村産業組合の事業
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とから，貧農層にも農民的小商品生産の進展があ

り，これらの階層を含む産業組合の組織化が進ん

でいたとみることができる。

加子母村は，1913年に内務省より表彰された優

良村であった。しかし，生産額の推移からは，本

村の恐慌による疲弊が深刻であったことがわかる。

また，産業組合の信用事業の動向から，恐慌から

の回復は，1937年以降まで遅延したとみられる。

更生計画の「緒言」で村長岡崎律二は次のように

述べている。「経済難と思想悪化とは醸成誘発せ

られ延いては堅実なる国家の基礎たる自治体の発

達を停止し民情破綻せしむる」，更生計画によっ

て「精神的自奮更生振興し共存共栄の基礎を強調

し以て挙村一致理想郷の建設に遡進する｣。また，

｢加子母村是十箇條」は，産業組織の合理化の目

的は「共存共栄の理想郷建設」のためにあり，教

育事業の拡充は「善良有為なる第二国民を養成す

ること」にあるとする。加子母村経済更生計画の

特徴の一つとして，計画それ自体が露骨に天皇制

国家建設に協力的することを調った「精神」論的

要素を多分に含んでいたことが挙げられる。

計画書の「諸施設整備改良に関する事項」では，

交通施設と並んで，保健施設の整備拡充を挙げて

いる。「本村は開業医師三名あるも村内には尚ほ

貧困の為め充分なる治療施薬行渡らざる憾みあり

或は其の為財政に困難を生ずるを以て村医及産婆

の常設しある村病院の実現を図る」とした。この

記述から，交通の便が悪かったにも関わらず，医

師が３名あったことが確認できる。また，当村住

民が医療享受するには経済的問題を解決する必要

があるという問題意識が，計画樹立に当った村政

を担う人物に共有されていたことがわかる。

更生運動の実施に当っては，更生計画委員会を

設けて指導監督が行なわれた。委員会の会長は，

村長，農会長，産業組合長を兼ねる岡崎律二，副

会長は助役の土屋利一，以下18名の委員によって

組織された。また，産業組合と農会によって毎月，

各部落で更生計画実行に関する巡回講和会，座談

会を開催したほか，村報を発行して各戸に配布し，

全村を挙げての経済更生計画の実行を期した。こ

うした対応は，支配層による「挙村一致」体制の

確立のための－手段であった。しかし，もう一つ

の側面として，毎月実行に関する講和会を開催し

なければならないほど，恐慌による打撃を受けた

農民の不安・不満が鯵積していたことを示してい

るように思われる。そうであるとすれば，医療に

ついても村民の不満があった可能性があり，国保

組合の設立が「挙村一致」の願いの一つであった

かもしれない。同村では，1940年12月26日に，岐

阜県より普通組合として許可を受け，国民健康保

険組合を設立した。恐慌からの回復が遅延してい

た同村では，経済更生計画が成果を挙げていくの

は，1938年の更生特別助成村指定以降のことであ

った。そして，早くから更生計画に盛り込まれて

いた医療問題の解決が実現したのも，助成村指定

後のことだった。その意味で，国保組合設立に至

った要因として，恐慌からの経済的回復，更生特

別助成村指定をあげることができる。

３･土岐郡の場合

３列概観

土||皮郡で，1941年末までに国保組合が設立され

たのは，1938年の大湫村，1941年の明世村のみで

ある（第12表)。このうち，大湫村には国保法施

行以前に国保類似組合が設立されている。一方，

明世村は1932年に経済更生計画を樹立し，３６年に

は特別助成村となっている36)。同郡では，これ以

外の多くの組合が国保法第二次改正以降に設立さ

れた。

土岐医療利用組合連合会には，土[|皮郡の17町村

全てが加入し，産業組合が何らかの形で医療事業

を行っていた。そのことは，国保代行組合設立数

が13組合と多かったことと関連していると考えら

れる。しかし，農家戸数が少ない地域，農業団体

である産業組合がどのようにして医療利用事業を

行い，国保代行組合設立に至ったのか。当該地域

で農家戸数が少なかったのは，土岐津，妻木，下

石，駄知，泉（以上，現土岐市)，市之倉，笠原

(以上，現多治見市）などである3,゜これらのう
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慌，昭和恐慌の中に追い込まれていった。1925年

の重要輸出品工業組合法によって，共同事業に対

して補助金・融資などの特別措置が講じられるこ

とになると，各地で工業組合の結成が進んだ。岐

阜県では対一応がやや遅れて，多治見，市之倉，笠

原，豊岡地区に，1930年西南部輸出陶磁器工業組

合が発足した。駄知，土'１皮津，瑞浪，恵那には，

'1皮阜県輸出陶磁器工業組合連合会が設立された381。

｢工業組合法」は，商・工を分離統制するのが目

的であったが，結成された工業組合連合会は，そ

の後の戦時体制下で，産業構造再編のための統制

的組織再編成の推進役を果たすことになる。１９３９

年10月には価格等統制令が公布され，物価が凍結

された。陶磁器は，戦争下で貿易が途絶すると，

わずかな円ブロック地域への輸出品となった。陶

磁器産業は，1940年には石炭および副原料である

コバルト，水銀，アルミナ，鉛，金粉などの価格

暴騰と，これまで最大の市場であったアメリカへ

の輸出減退，スターリングブロック諸国への輸出

制限等によって生産の転換が促迫された。そのた

め，土岐津陶磁器工業組合，瑞浪陶磁器工業組合

は，1939年から国の助成を得て，耐火煉瓦製造の

軍需工業への転換を図った゜また，民需金属類が

生産制限されると，篭のサナ，洋服ボタン，徽章，

電気笠などの代用陶磁器生産への転換がはじめら

れた39)。戦時下における物資動員計画によって，

中小工業者は転廃業のやむなきに至る。1943年３

月に商工組合法が公布されると，県下の旧商業組

合183組合，旧工業組合123組合は，1944年７月ま

でに187組合の統制組合に再編成された'0)。国民

健康保険法施行の前後は，中小工業者にとって熾

烈な時期であった。

岐阜県で発展した軽工業は，いずれも地域農業

の商品経済的発展とともに，農村工業として成長

した。やがて工業が，停滞した農業と離れて独自

の発展をとげてゆく場合も，その労働力を地域農

家に大きく依拠することをやめなかった411゜つま

り，工業に従事する戸数が少ないというのではな

く，農業を主業として，工業への従事は副業の形

態をとっていた。

第12表土岐郡の国民健康保険組合設立状況

国保組合農家の反収産組加

設立年度割合(％）（石）入率(%）
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(出所）「岐阜県統計書｣，岐111県「産業組合要覧｣。

注ｌ）代行組合は，設立年度に○をつけた。

注２）多治見|IIJは1940年に市Ililj施行，表111には除外。

注３）反収は１町村別の民有租地・円のlIiiiY(から算{f,。

土岐郡全体では，民有租地.、＞米作Ⅱ而砒（誤差６％)。

注４）産業組合川人率は，1938年に三種以上の｡IF業兼営し，かつ当該'111村人I」

の９割以上を区域とする産業組合員の区域内戸数に対する削合。生糸，

畜産物，電気，水，医療のみを扱う産業組合は除外。

注５）網掛けは，批斐，郡上．加茂，土Ｉｌ皮，恵那，砿、，大野，古城郡のデー

タの中央値より大きいもの。

ち市之倉，笠原，妻木，下石の4111J村で国保代行

組合が設立されていることに注目したい。こうし

た農家戸数が少なかった地域では，産業組合加入

率が低かったと考えられるが，商工業者をどのよ

うに包含して国保代行組合を設立したのか。広区

単営医療利用組合は，農村だけではなく，都市近

郊地域においても医療提供を可能にしたが，国保

代行組合の設立をも可能にしたといえるのか。

以下では，第二次改正以降に国保組合が設立さ

れた町村のうち，士'1皮津呵，妻木ⅢJ，下石町，駄

知町，泉IHJ，市之倉村，笠原IllTについて，国保代

行組合設立に至った要因を検討する。

３．２商工業地域における国民健康保険代行組

合の設立

1890年に，中央線名古屋一多治見間が開通する

と，その周辺地域は都市近郊地域としての発展を

みた。当該地域では，陶磁器産業が盛んになった。

陶磁器産業は，小規模，零細経営の典型でもある。

第一次世界大戦後の好況の後の景気後退により，

中小の工業者は深い痛手を負ったままに，世界恐
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先にあげた７町村の産業組合の状況を，第13表

に示した.町村産業組合は，医療事業を経営する

場合も，医療組合連合会に加入して医療事業を行

うためにも，利用事業を開始する必要があった。

その意味で，産業組合拡充五ヶ年計画が四種兼営

事業を推し進めたことは，医療利用組合の展開を

後押ししたといえる。土岐医療利用組合が設立さ

れた1938年までには，土'1皮津，妻木，下石，市之

倉，笠原の産業組合が四種兼営事業を開始し’’'１J

村産業組合を母体として医療利用事業を開始して

いる。駄知，泉の両ＩｌＵでは，それぞれ駄知医療利

用組合，泉医療利用組合を町村産業組合とは別個

に，町村を区域とする単営医療利用組合を設立し

ている。7111丁村は，いずれも土岐医療利用組合連

合会の区域となった。しかし，その後に町村産業

組合が国民健康保険代行組合を設立するか否かの

分'|皮点は，医療利用組合連合会にﾉﾘf属することで

はなかった。分'伎点の一つは，’'１J村産業組合が四

極兼営組合に転換するかどうかにあった。四種兼

営事業を開始しなかった駄知町，泉''１Jでは普通組

合が設立された。他方，1929年にすでに四極兼営

時事業を行っていた妻木町，市之倉町，および信

用組合から四種兼営組合へ転換した下石111J，笠原

IIJの産業組合では，国保代行組合が設立された。

四種兼営事業への転換したllJでは，事業転換後に

産業組合加入率が増加していることに注目してお

きたい。

第14表からは，多くの町村で，産業組合員数が

農家戸数一専業農家戸数と兼業農家戸数を加算し

た数よりも多いことが確認できる。そのことは，

農業を副業とする者，商工業者が産業組合に加入

していたことを示している。以上のように，産業

組合は，専業農家だけでなく，多数の兼業農家お

よび農業を副業とする者の農民的小商品生産を組

織化し，殊に四種兼営事業への転換は加入率を増

加させた。そして，このことが国民健康保険代行

組合設立の一つの要因となっている。こうして，

当該地域では，都市近郊の商工業地域においても

国民健康保|境代行組合を設立することが可能とな

った。

第13表産業組合加入率と事業内容の年次推移

鱒繍戦繊蝋
妻木lHT

１９２９－信７９％四種

193040％信８２%１四種
1932３９％信７４%ｉ四極

1;;：淵｜鳫Ｗｉｌｉ畷
193643%ｉ四極７１％四極
1937４７%ｉ四極７０％四種
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７７%『四極

Ｆｉｉ１畷
７５%’四菰
８２%１四稀

駄知町

うif;霊iE襄二FifiJ雲i正襄信
信
信
信
信
信
信
利
利
利

信
信
信

冊
冊
冊
Ⅱ
冊
船
冊
船
冊
冊

９
９
０
２
９
８
９
８
６
０
 

３
４
５
５
４
４
４
４
５
５
 

30%Ｊ１汁販利
32%lWif販禾|’

笠原町

笠原信販lMf利
加入率事業

３２%！信
３５%！信
４３%ｉ 信
４３%I信
４４%；信
４９%！四極

一’四種
６９%’四種
６８%’四種

(出所）岐阜ｊｆＬｉ岐阜JiI銃AliIl｣|岐阜県「岐阜Ⅱ｢L遊楽組合要覧」各年度版。

注ｌ）組合名は1939年の名称。信川，販売，Mii賀，利nIを信販，雌’利と略す

注２）組合名iMの(医)は‘医療利用組合設立母体となったことを示す。

注３）産業机合加入率は，ｉX域内戸数に対する組合員数□
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第14表農家戸数（専業・兼業）および産業組合員数の年次推移

妻木町

鑿鴬|総戸数
下石|IIT

震T悪声薮
士|咬津町

兼業農

家戸数

産業組

合員数
７３６ 

９２１ 

産業組

合員数

農家

戸数
２６５ 

２３７ 

…TUF 

家
数

農
一
戸

家
数

農
一
戸

兼業農

家戸数

総戸数総戸数 産業組

合員数

露
惑 兼業農

家戸数

年次

1０８ 

７４ 

ビI

１，１８２ 

１，３６７ 

Ｌ３６４ 

2０３１８１５１６４１ 

籾一対一鎚一狸一理》趣『繩一班一釈一釦一仙城

440 

425 

429 

456 

450 

432 

433 

523 

428 

407 

4０７ 

５３７ 

３３４ 

３３４ 

３３６ 

３５９ 

３４９ 

３２３ 

３２５ 

３２５ 

３２３ 

２４０ 

2４０ 

２４５ 

[，０５２ 

１，０５７ 

１，０８０ 

１，１００ 

１，１８５ 

１，２６５ 

１，２９５ 

１，３０４ 

１，３３５ 

１，３３５ 

１，３５０ 

１，４３５ 

１９２９ 

１９３０ 

１９３１ 

１ij32 

I5蘭

l934 

1935 

iijiij6 

1937 

1938 

1939 

1９４０ 

2１５１８ 

;：卜ｌｉｚＩ
424 

43（ 

2２５１８ 

６３１，３６２ 

６３１，３７９ 

７３１，０３３ 

５４１，１０８ 

９６１，１２９ 

９９１，１５８ 

９３１’1７７ 

９５１，１２３ 

１００１，１７５ 

市之倉町

9１４ １７１ 

１ｹﾞｒ 
ｌ８６ 

Ｉ７Ｉ 

２１２ 

２１４ 

２１１ 

１９iｉｉ 

ｌ９８ 

2２１１８ 5１１６３Ｚ 

2１９１８ 6８ 

８５２ 

…５６１ 

－５５１ 

８６０ 

…iｊ７ｉ 

ｗ７ 

Ｌｌ５４ 

656９ 1８１６９９ 432 

517 

559 

2１６１９ 5２１６９２ 

劉辮
７１〔

630 

533 

3７7221 
-------.-.ﾛ…．ﾛ…ﾛ,ﾛ..U…' 

0９739’ 

2４７４５ 

2２８１１，０ 

2２８ 1，０ ６１t１ 

７１１ 8１（ 2３１ ＬＯ 2６ 

泉lHT（大泉信）

［業懲｜総戸数
駄知町（駄知信利）

|兼業農｜総戸数’ 農家

戸数

３４ 

３３ 

２８ 

２８ 

６２ 

５６ 

５５ 

６８ 

６６ 

７４ 

鑿議|総戸数
産業組

合員数

３９５ 

４１０ 

家
数

山
辰
一
Ｆ

兼業農

家戸数

産業組

合員数

産業組

合員数

家
数

農
［ 兼業農

家戸数
年次

１９２９ 

…iUj6 
１９３１ 

１９３２ 

…I53ij 
l934 

１９３５ 

…f難

５
０
７
》
７
》
６
鋼
１
“
２
》
５
．
５
８

１
》
２
”
１
麺
１
》
２
》
２
》
２
犀
３
》
３
癖
３

515 

507 

501 

5Iiij 
515 

5i9 
528 

530 

5jl 
530 

磯｝黙
妬
輻
的
一
切
千
ｍ
》
印
叫
加
》
妬
》
妬
『
卯
一
Ｍ
｛
皿
｝
ね

●
１
－
一
ｍ
（
ソ
】
》
一
ｍ
〃
】
』
、
／
与
凹
、
死
】
。
、
／
】
平
９
１
几
邨
１
Ｉ
Ｌ
ｗ
イ
ー
Ｌ
』
１
１
上
》
Ｔ
Ｉ
Ｌ
》
、
く
り

ｌ５０ 

２０７ 

２０６ 

１８２ 

Ｉｉ７ 
ｉｌｊ 
…ijI 
８０ 

370 

447 

464 

440 

457 

ij9I 
2iJf 
Z5iij 

１，１８２ 

１，３６７ 

１，３６４ 

１，３６２ 

１，３７９ 

１，４０９ 

１，５３５ 

１，５５１ 

463 

676 １，２６０ 

１，３３０ 

１］３７５ 

１，４３８ 

１，２８３ 

１，４６５ 

１，４８０ 

１，５０４ 

lI600 

L665 

L613 

９
》
６
》
９
癖
５
》
６
》
６
》
８
》
４
２
皿
６

９
》
５
僻
５
》
８
》
７
》
５
》
４
匹
６
蝿
７
》
３

４
》
５
噸
５
》
５
》
４
》
４
》
４
》
４
皿
４
》
５

5８ Ｐ 4１２ 6７７ 

４１０ 

４００ 

ilbIEj 
389 

HRii 

６６ 

６６ 

６８ 

７１ 
７６ 

８４ 

F１５ 

６ 735 

748 

751 

（ 

［ 7９１，５７３ 

７９１，６０１ 

７９１，４０３ 

８２１，５５８ 

笠原町

３
》
７
》
２
》
４

６
》
６
－
８
魂
８

７
》
７
－
７
－
７

280 

280 

3Yij 
3i6 

l937 

i938 

1939 

i9I5 

528 

525 

395 

Jiｉｉ :;’ 
（ 7４ 

６６ Ｉ ２ 864 

兼業農

家戸数

総戸数 産業組

合員数

澪
惑年次

６
》
１
》
３
』
０
』
０
】
９
－
５
》
０
》
０
坪
０
》
２
》
０

個
一
黙
必
一
狸
一
廻
一
無
想
胆
》
蛆
》
襲
煕
卯

1,382． 

↓船.41iia

LJAZl 

L14ql 

LL51８ 
１，５４３ 

L,…5９１ 
１，６２５ 

１，６７０ 

１，６８５ 

１９２９ 

１９３０ 

１９３１ 

１９３２ 

１９３３ 

１９３４ 

i535 
i956 
1937 

1938 

i9ij9 
1940 

０
』
０
－
０
》
０
．
３
２
“
７
年
５
》
９
》
４
》
６
》
０

８
二
９
０
０
０
７
》
７
６
』
７
》
０
》
１
坪
０

６
》
５
－
７
》
７
“
６
．
６
》
６
》
６
６
睡
５
』
６
』
６

4６９ 

５１３ 

６６０ 

６７７ 

７１３ 

８１９ 

９６０ 

１，０４０ 

１，１９０ 職’
(出所）「岐阜県統計杏｣，「産業組合要覧」より作成

組合運動の展開は国保制度普及の－要因になって

いる。同県では，終戦までに国保制度がほぼ全県

に普及したが，そのうち29％が代行組合として設

立され，その影響は無視できない。

岐阜県は，1920年代後半にはすでに産業組合加

入率が高く，各階層で農民的小商品生産が進展し

つつあった。また，こうした動向は，小作争臺議地

でも確認できる。産業組合拡充計画以降には，産

業組合はその事業を四種兼営へと転換し，事業規

模の拡大が行われた。それによって産業組合は農

民諸階層を組織化し，村政にも大きな役割を果た

すようになった。本稿の検討~では，1920年代の小

まとめ

本稿では，岐阜県を事例として国民風健康保険制

度普及の特徴とその要因について検討した。同県

の国保制度普及には，地域性があることを確認し

た。同県内での国保制度普及の地域性は，一点は

国保組合普及の遅速に，もう一点は普通組合によ

るか代行組合による普及であったかに求められる。

こうした地域性を規定する要因として，その前提

となった医療利用組合の展開に地域性があり，ま

た展開の時期との関連があったことが挙げられる。

その意味で，産業組合の医療利用事業一医療利用
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作争薑議の展開がなかった地域で医療利用組合運動

が展開し，それが国民健康保険代行組合設立の基

盤となったことを１Ｍ:認した。このことは，小作争

議など地主・小作間に対抗・対立がある段階では，

農民の生活面に関わる医療利用組合，国保組合の

設立などの事業のみでは，階級協調的機能を果た

し得なかったことを示している。また，産業組合

による国保代行組合の設立については，’'１丁村産業

組合が四種兼営事業の経営を行うこと，産業組合

加入率が高いことが前提条件となっていたことが

確認された。

また，国民健康保険制度普及と経済更生運動，

産業組合拡充運動との関係が無視できないことを

明らかにした。恐慌期の両運動のなかで作り出さ

れた村内階級対立の解消が，国民健康保険法施行

時の組合員の資格を有する者の３分の２の同意を

得ること，第二次改正以降の２分の１の同意を得

ることという条件をクリアーする前提条件となっ

ていたと考えられる。さらに，経済更生特別助成

村において，国保法第二次改正以前の国保組合設

立が高い割合で行われていることから，特別助成

村が国保制度普及の先導役を果たしたことを確認

した。経済更生計画は，農村経済再生に農業団体，

村政を挙げて取組む画期となったが，一方では，

そのことがlllT村内の農民層，労働者層の対･杭・対・

立構造を解消することになった。そうした階級対

立の解消が国民ImL康保険制度普及の要因となって

いるといえよう。

本稿では，岐阜県内で医療利用組合運動盛んに

展開した東濃および飛騨地区のうち，東濃地区の

恵那郡と土'１皮１１１Ｊについて検討した。iiljlIlIは土'1皮医

療利用組合連合会の区域であった。このうち，恵

那郡では国民健康保険普通組合，土岐郡では代行

組合によって国保制度普及が図られた゜こうした

差異が生じた要因として，医療利用組合の展開の

時期が関与していた。恵那郡坂下|'｢I，加子-母村で

は普通組合が設立されたが，そうした'''１村でも産

業組合の国保組合設立への影響が確認される。す

なわち，いずれも産業組合の加入率が高く，産業

組合が中心となって進めた''1丁村経済更生計画のう

ちに医療事業が挙げられていることを明らかにし

た。また，経済更正特別助成金を得たことが両'１１Ｊ

村で早期に国保組合設立に至った要因であること

が確認された。他方，土岐郡の検討では，商工業

地域でも国保代行組合が設立されていることを確

認した。国保代行組合設立に至った要因として，

産業組合が四種兼営事業を行っているかどうかが，

国民健康保険組合を普通組合として設立するか，

あるいは代行組合として設立するかを決定する要

因となった。以上のことより，産業組合拡充運動

および経済更生運動の進展が国保組合設立に至る

－要因となったといえよう。

)王
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見延，｜司郡山添村の大争議ほかに稲葉郡市橋村，

羽島那足近村，養老郡池辺村，揖斐郡小島村・八
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31）|l皮阜県『岐阜県産業組合要覧」各年度版．
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